
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

自
動
車
税（
県
税
）／
軽
自
動
車
税

（
市
税
）の
納
税
通
知
書
の
発
送

　
納
期
限
は
６
月
２
日（
月
）で
す
。

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
（PayPay

な
ど
）

で
も
納
付
で
き
ま
す
。

発
付
日　
自
動
車
税
（
県
税
）
５
月

１
日
（
木
）
／
軽
自
動
車
税
（
市
税
）

５
月
２
日
（
金
）　

軽
自
動
車
税
（
市
税
）
の
減
免
申
請

　
一
定
の
要
件
の
も
と
、
申
請
に
よ

り
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

対
象

・
心
身
障
が
い
者

・
車
い
す
移
動
車
等
構
造
改
造
車
を

お
持
ち
の
方

・
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
公
益
社
団

法
人
等
（
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
専

用
す
る
軽
自
動
車
）

　
減
免
申
請
受
付
は
納
期
限
で
あ
る

６
月
２
日
（
月
）
ま
で
で
す
。
納
税

通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
お
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
自
動
車
税
（
県
税
）

県
税
事
務
所
☎

（23）
３
４
１
１

   

軽
自
動
車
税
（
市
税
）

税
務
課
☎

（21）
２
２
６
１

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
の
発
送

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
毎

年
１
月
１
日
に
市
内
に
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。
家
屋
の
新
増
築
ま
た
は

取
壊
し
等
を
し
た
と
き
は
、
税
務
課

資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

発
布
日
　
５
月
１
日
（
木
）

納
期
限
　
全
期
・
第
１
期　
６
月
２

日（
月
）／
第
２
期　
７
月
31
日（
木
）

／
第
３
期　
９
月
30
日
（
火
）
／
第

４
期　
12
月
１
日
（
月
）

問
税
務
課
資
産
税
係
☎

（21）
２
２
７
１

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
支

給
申
請
手
続
き
簡
素
化
の
ご
案
内

対
象　
高
額
療
養
費
支
給
申
請
対
象

の
方
の
う
ち
、
過
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
に
未
納
が
な
い
世
帯

内
容　
高
額
療
養
費
制
度
は
、
１
か

月
に
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
保
険
適

用
分
の
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金

額
が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
制
度

で
す
。
こ
れ
ま
で
は
該
当
し
た
世
帯

に
支
給
申
請
通
知
が
送
付
さ
れ
、
そ

の
都
度
、
申
請
が
必
要
で
し
た
。
５

月
か
ら
は
、
窓
口
で
の
支
給
申
請
手

続
き
の
際
に
簡
素
化
に
同
意
す
る
こ

と
で
、
次
回
以
降
の
申
請
手
続
き
は

不
要
に
な
り
、
指
定
し
た
口
座
に
自

動
的
に
振
込
と
な
り
ま
す
。

※
簡
素
化
同
意
書
の
提
出
以
前
に
対

象
と
な
っ
た
高
額
療
養
費
は
、
簡
素

化
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
保

険
年
金
課
国
保
係
も
し
く
は
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
窓
口
で

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
も
し

く
は
資
格
確
認
書
、
マ
イ
ナ
保
険
証

・
世
帯
主
名
義
の
普
通
預
金
通
帳

・
支
給
申
請
通
知

・
支
給
申
請
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関
の
領
収
書

問
保
険
年
金
課  

☎
（21）
２
１
３
１

令
和
７
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
制
度
の
保
険
料

低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
軽
減
措

置
に
係
る
所
得
判
定
基
準
の
拡
充

　
均
等
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯

（
被
保
険
者
全
員
と
世
帯
主
）
の
所

得
判
定
基
準
が
拡
充
さ
れ
、
均
等
割

額
５
割
軽
減
に
つ
い
て
は
、
被
保
険

者
数
に
乗
じ
る
金
額
が
29
・
５
万
円

か
ら
30
・
５
万
円
に
、
２
割
軽
減
に

つ
い
て
は
、
被
保
険
者
数
に
乗
じ
る

金
額
が
54
・
５
万
円
か
ら
56
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

問
栃
木
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合　

☎
０
２
８-

６
２
７-

６
８
０
５

高
齢
者
実
態
調
査
に
ご
協
力
く
だ

さ
い

　
毎
年
、
普
段
の
見
守
り
活
動
、
不

慮
の
事
故
や
緊
急
の
際
に
活
用
す
る

た
め
、
家
族
の
状
況
や
い
ざ
と
い
う

と
き
の
緊
急
連
絡
先
を
確
認
し
て
い

ま
す
。

対
象　
４
月
１
日
時
点
で
70
歳
の
一

人
暮
ら
し
世
帯
／
４
月
１
日
時
点
で

70
歳
の
方
が
属
す
る
70
歳
以
上
の
方

の
み
が
暮
ら
す
高
齢
者
世
帯
／
70
歳

以
上
で
転
入
等
の
異
動
が
あ
っ
た
方

※
69
歳
以
下
の
方
が
同
居
（
隣
接
地

に
お
住
い
の
場
合
含
む
）
ま
た
は
令

和
６
年
以
前
に
調
査
済
み
の
方
は
調

査
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

内
容　
５
月
〜
６
月
に
か
け
て
、
民

生
委
員
が
対
象
者
の
お
宅
を
訪
問
し

お
話
を
伺
い
、
調
査
票
を
作
成
し
ま

す
。
調
査
の
結
果
は
普
段
の
見
守
り

活
動
、
不
慮
の
事
故
や
緊
急
の
際
に

活
用
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
４
１

国
民
年
金
付
加
年
金
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
（
令
和
７
年
度

は
月
額
１
７
，
５
１
０
円
）
に
加
え

て
、付
加
保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）

を
納
め
る
こ
と
で
、
老
齢
基
礎
年
金

に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
、
受
給

す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

付
加
年
金
額
（
年
額
）
の
計
算
方
法

年
額
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納

付
月
数
」

付
加
保
険
料
を
10
年
間
納
付
の
例

付
加
保
険
料
の
納
付
額

４
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝
４
８
，

０
０
０
円

　
　
　
　
　
←

付
加
年
金
額
（
年
額
）

２
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝
２
４
，

０
０
０
円

10
年
間
で
計
４
８
，
０
０
０
円
の

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、
毎
年

２
４
，
０
０
０
円
の
付
加
年
金
を
受

け
取
れ
る
大
変
お
得
な
制
度
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
と
の
併
用
加
入
は

で
き
ま
せ
ん
。

申
込　
年
金
事
務
所
、
保
険
年
金
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支

所
地
域
づ
く
り
推
進
課

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
☎
（21）
２
１
３
４

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）の
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

訓
練
日
時　
５
月
28
日
（
水
）
11
時

放
送
内
容　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋『
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

×
３
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器　

屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
（
１
８
４
か
所
）
／
防
災
ラ
ジ

オ
（
自
動
起
動
し
、
Ｆ
Ｍ
く
ら
ら

８
５
７
の
緊
急
割
り
込
み
放
送
が
流

れ
ま
す
。）／
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ（
Ｌ

字
放
送
の
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
ま
す
）

問
危
機
管
理
課     

☎
（21）
２
５
５
１

家
庭
用
廃
食
用
油
の
回
収
拠
点
を

増
設
し
ま
し
た

　
ご
み
の
資
源
化
の
た
め
、
廃
食
用

油
の
拠
点
回
収
を
し
て
い
ま
す
。
令

和
７
年
度
よ
り
市
民
の
皆
さ
ん
の
利

便
性
の
向
上
と
回
収
量
の
増
加
を
目

指
し
、
市
内
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
も
回
収
拠
点
を
設
置
し
ま
し

た
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

対
象　
家
庭
で
使
用
し
た
植
物
性
廃

食
用
油
（
事
業
で
発
生
し
た
も
の
は

不
可
）

回
収
場
所

と
り
せ
ん
蔵
の
街
店
（
西
側
リ
サ
イ

ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
付
近
）

と
り
せ
ん
大
平
店
（
入
口
北
側
リ
サ

イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
付
近
）

と
り
せ
ん
藤
岡
店（
入
口
東
側
付
近
）

オ
ー
タ
ニ
西
方
店
（
東
側
入
口
内
）

注
意
事
項　
油
カ
ス
な
ど
を
取
り
除

い
て
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
に
入
れ
、

ふ
た
を
確
実
に

閉
め
て
回
収

ボ
ッ
ク
ス
に
容

器
ご
と
入
れ
て

く
だ
さ
い
。

回
収
で
き
る
油　
サ
ラ
ダ
油
、
菜
種

油
、
ベ
ニ
バ
ナ
油
、
コ
ー
ン
油
、
ご

ま
油
、
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
な
ど
の
植

物
性
油

回
収
で
き
な
い
油　

ラ
ー
ド
、
バ

タ
ー
な
ど
の
動
物
性
油
と
機
械
油
、

灯
油
、
軽
油
、
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
な

ど
の
鉱
物
油

そ
の
他　
油
カ
ス
や
油
凝
固
剤
で
固

め
た
油
は
「
も
や
す
ご
み
」
と
し

て
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
従
来
の
回

収
場
所
（
市
役
所
各
庁

舎
）
や
詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

耐
震
診
断
士
の
無
料
派
遣
と
木
造

住
宅
の
耐
震
補
助
制
度

　

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
は
、

住
宅
の
倒
壊
に
よ
り
多
く
の
尊
い
人

命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
地
震
の
被
害

を
最
小
限
に
抑
え
る
に
は
住
宅
の
耐

震
化
が
重
要
で
す
。
木
造
住
宅
の
耐

震
化
促
進
の
た
め
の
制
度
を
活
用
く

だ
さ
い
。

耐
震
診
断
士
派
遣
制
度

木
造
住
宅

の
所
有
者
が
耐
震
診
断
を
実
施
す
る

際
、市
が
無
料
で
耐
震
診
断
士
を
派
遣

耐
震
改
修
等
補
助
制
度　
木
造
住
宅

の
耐
震
改
修
工
事
や
耐
震
建
替
え
工

事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成

耐
震
改
修:

補
助
限
度
額
１
１
５
万

円
（
耐
震
改
修
費
用
の
５
分
の
４
以

内
）

耐
震
建
替
え:

補
助
限
度
額

１
０
０
万
円
（
耐
震
改
修
費
用
相
当

分
の
５
分
の
４
以
内
）

対
象　
昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
て

ら
れ
た
、
賃
貸
を
目
的
と
し
て
い
な

い
木
造
２
階
建
て
以
下
の
住
宅
（
共

通
）。
令
和
８
年
２
月
ま
で
に
工
事

完
了
見
込
み
の
方
（
耐
震
改
修
・
建

替
え
）。
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
て

い
る
住
宅
（
建
替
え
）。

そ
の
他　
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に

契
約
を
行
っ
て
し
ま
う
と
補
助
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
記
載
内

容
以
外
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
申
請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
改
修
工
事
費

補
助
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
道
路
に
面
す

る
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
改

修
工
事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

補
助
制
度
　
撤
去
改
修
に
要
す
る
費

用
ま
た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
長
さ
×

１
８
，
０
０
０
円
／
ｍ
の
い
ず
れ
か

低
い
額
の
３
分
の
２

建
築
基
準
法
の
道
路　
補
助
限
度
額

15
万
円

通
学
路　
補
助
限
度
額
20
万
円

対
象　
建
築
基
準
法
の
道
路
お
よ
び

小
学
校
の
通
学
路
に
面
す
る
、
道
路

の
地
盤
面
か
ら
高
さ
80
㎝
を
超
え
る

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
（
補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、組
積
造
の
塀
）
で
、

安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
塀
を
全
部

ま
た
は
一
部
を
撤
去
す
る
工
事
。

そ
の
他
　
補
助
金
の
交
付
決
定
前
に

契
約
ま
た
は
、
撤
去
改
修
を
行
う
と

補
助
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、

記
載
内
容
以
外
に
も
条
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
申
請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

栃
木
市
読
書
活
動
推
進
計
画

　
「
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
お
よ
び
「
視
覚
障
害

者
等
の
読
書
環
境
の
整
備
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
計
画
と
し

て
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
す
べ
て

の
市
民
の
読
書
活
動
を
推
進
す
る
こ

と
と
し
た
「
栃
木
市
読
書
活
動
推
進

計
画
」（
令
和
７
〜
11

年
度
）
を
策
定
し
ま
し

た
。

　

計
画
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課　

  

☎
（21）
２
４
９
２
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